
 

施設コード：

施設名：

調査年月： 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
１日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日

届出病床数を記入して下さい

病床総数 ※１
医療保険 総数　※２
介護保険 総数　※３

うち老人性認知症疾患療養病床を除く介護療養（再掲）
その他病床数 ※４

A100 一般病棟入院基本料
１　 ７対１入院基本料
　　準７対１入院基本料
　　準７対１入院基本料（別に厚生労働大臣が定める地域）
２　10対１入院基本料
３　13対１入院基本料
４　15対１入院基本料

Ａ101 療養病棟入院基本料

A102 結核病棟入院基本料
１　 ７対１入院基本料
　　準７対１入院基本料
　　準７対１入院基本料（別に厚生労働大臣が定める地域）
２　10対１入院基本料
３　13対１入院基本料
４　15対１入院基本料
５　18対１入院基本料
６　20対１入院基本料

A103 精神病棟入院基本料
１　10対１入院基本料
２　15対１入院基本料
３　18対１入院基本料
４　20対１入院基本料

A104 特定機能病院入院基本料
１　一般病棟の場合

イ　 ７対１入院基本料
ロ　10対１入院基本料

２　　結核病棟の場合
イ　 ７対１入院基本料
ロ　10対１入院基本料
ハ　13対１入院基本料
ニ　15対１入院基本料

３　精神病棟の場合
イ　 ７対１入院基本料
ロ　10対１入院基本料
ハ　15対１入院基本料

Ａ105 専門病院入院基本料
１　 ７対１入院基本料
　　準７対１入院基本料
　　準７対１入院基本料（別に厚生労働大臣が定める地域）
２　10対１入院基本料
３　13対１入院基本料

Ａ106 障害者施設等入院基本料
１　7対１入院基本料
２　10対１入院基本料
３　13対１入院基本料
４　15対１入院基本料

A300 救命救急入院料
イ　救命救急入院料１
イ　救命救急入院料１（施設基準適合500点加算あり）
イ　救命救急入院料１（施設基準適合100点加算あり）
ロ　救命救急入院料２
ロ　救命救急入院料２（施設基準適合500点加算あり）
ロ　救命救急入院料２（施設基準適合100点加算あり）

届出病床数届出入院料　種別

=入力必箇所様式3-1
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施設コード： 開設者コード：

施設名：

調査年月： 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年 21年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

１日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日 １日

算定している入院基本料加算等に該当する場合は「○」を該当しない場合は「×」を選択して下さい。

A200 入院時医学管理加算（１日につき）

A204 地域医療支援病院入院診療加算（入院初日）

A204-2

１　単独型臨床研修病院及び管理型臨床研修病院

２　協力型臨床研修病院

A205

１　救急医療管理加算

２　乳幼児救急医療管理加算

A205-2 超急性期脳卒中加算（入院初日）

A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算（入院初日）

A206

１　連携医療機関である場合

２　1以外の場合

A207 診療録管理体制加算（入院初日）

A207-2

１　25対1補助体制加算

２　50対1補助体制加算

３　75対1補助体制加算

４　100対1補助体制加算

A208

 イ　病院の場合（特別入院基本料を算定する場合を除く）

 ロ　病院の場合（特別入院基本料を算定する場合に限る）

 イ　病院の場合（特別入院基本料を算定する場合を除く）

 ロ　病院の場合（特別入院基本料を算定する場合に限る）

A210

１　難病患者等入院診療加算

２　二類感染症患者入院診療加算

A211 特殊疾患入院施設管理加算（１日につき）

A212

 イ　6歳未満の場合

 ロ　6歳以上の場合

 イ　6歳未満の場合

 ロ　6歳以上の場合

A212-2 新生児入院医療管理加算（１日につき）

A213　 看護配置加算（１日につき）

注：A213は一般病棟入院基本料15対1を算定している場合に限る。

A214　

１　看護補助加算１

２　看護補助加算２

３　看護補助加算３

注：A2141はA1004一般病棟入院基本料15対1を算定している場合のみ。

注： A2142,A2143はA1002,A1052一般病棟、専門病院入院基本料10対1（平成20年3月31日において現に7対1入院基本料を算定している病棟（特定機能病院に係る

　　ものを除く。）であって、同年4月1日以降において10対1入院基本料を算定するもの）、A1003一般病棟入院基本料13対1、A1004一般病棟入院基本料15対1を

　　算定する場合のみ。

入院基本料加算等 算定状況

臨床研修病院入院診療加算（入院初日）

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算（１日につき）

在宅患者緊急入院診療加算（入院初日）

医師事務作業補助体制加算（入院初日）

乳幼児加算・幼児加算（１日につき）

１　乳幼児加算

２　幼児加算

難病等特別入院診療加算（１日につき）

超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算（１日につき）

１　超重症児（者）入院診療加算

２　準超重症児（者）入院診療加算

看護補助加算（１日につき）
注 A100 般病棟入院基本料（１３対１入院基本料に限る）

=入力必箇所様式３-２
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